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第４部 ３つの目標 

 

１ 国の基本指針 

国の基本指針においては、障害のある人の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援と

いった新たな課題に対応するため、旧法の福祉施設が新しいサービス体系への移行を完了する

平成23年度を目標年度として、次の３項目について数値目標の設定を求めています。 

 

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

① 平成17年度末の施設入所者の１割以上が地域生活に移行することをめざします。 

② 平成17年度末の施設入所者数を７％以上削減することを基本とします。 

（注）１ 入所施設とは、長期の入所が常態化している身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療

護施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、精

神障害者入所授産施設および精神障害者福祉ホームＢ型をいいます。 

２ 地域生活への移行とは、グループホーム、ケアホーム、一般住宅等への移行をさします。 

 

(2) 入院中の精神に障害のある人の地域生活への移行 

 平成24年度までに退院可能な精神に障害のある人の解消をめざします。 

（注）１ 退院可能な精神に障害のある人とは、精神科病院入院患者のうち受け入れ条件が整えば退院

可能な人のことをいいます。 

   ２ 国は平成24年度までの精神科病院入院者の地域移行者数を７万人と見込み、富山県全体で

500人、精神科病院入院者の14.6％としています。 

 

(3) 福祉施設から一般就労への移行 

 平成17年度中の一般就労への移行実績の４倍以上とすることが望ましい。 

（注）１ 一般就労とは、一般企業への就職、在宅就労、自ら起業することをいいます。 

   ２ 福祉施設とは、次のものをいいます。 

     身体障害者 更生施設、療護施設（入所・通所）、授産施設（入所・通所）、福祉工場、小規

模通所授産施設 

     知的障害者 更生施設（入所・通所）、授産施設（入所・通所）、福祉工場、小規模通所授産

施設 

     精神障害者 生活訓練施設、授産施設（入所・通所）、福祉工場、小規模通所授産施設 

   ３ 新体系に移行した就労移行支援事業等の日中活動系サービス（療養介護、短期入所および児 

童デイサービスを除きます）の利用者の一般就労への移行も含みます。 
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２ 福祉施設の入所者の地域生活への移行  

入所施設における集団的生活から、障害のある人それぞれの状態やニーズに合わせた支援を

充実させ、障害のある人の希望と自己決定・自己選択に基づいた地域生活への移行を促進しま

す。 

○第１期計画の目標 

① 平成23年度末までに、平成17年度末施設入所者数533人のうち、153人（28.7％）

が地域での生活に移行するものとします。 

② 平成23年度末時点の施設入所者数は、平成17年度末施設入所者533人から128人

（24.0％）減少した405人とします。 

○第２期計画の目標 

① 平成23年度末までに、平成17年度末施設入所者数533人のうち、96人（18.0％）が

地域での生活に移行するものとします。 

② 平成23年度末時点の施設入所者数は、平成17年度末施設入所者533人から68人

（12.8％）減少した465人とします。 

表４－１ 福祉施設入所者の地域生活への移行数の目標 

平成23年度末目標数値 
区  分 

第１期 第２期 
考  え  方 

平成17年度末の施設

入所者数 
533人 平成17年度末の全施設入所者数 

地域生活移行者数 153人（28.7％） 96人（18.0％）

平成17年度末の全入所者数のうち、施設入所か

らグループホーム・ケアホーム等へ移行した人

数 

削減見込 128人（24.0％） 68人（12.8％） 平成23年度末段階での削減見込数 
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○第１期計画の実績 

表

表

４－２は、新規入所者と退所者等の比較です。平成18年度は新規入所者が26人もいたた

め、退所者等を引いても９人の増加となっています。 

４－３は、表４－２の地域移行者がどこに住まいを移したのかをみたものです。グループ

ホームおよび自宅が多くなっています。 

表４－２ 入所者の退所等の状況 

退  所  等 （Ｂ） 

区  分 
新規入所

（Ａ） 地域移行 
他施設 

（高齢） 
入院 死亡 

差 引 

（Ａ－Ｂ）

身体障害 8 3 - 1 - 4

知的障害 18 9 1 1 2 5

平
成
18
年
度 合 計 26 12 1 2 2 9

身体障害 4 1 1 1 - 1

知的障害 15 10 1 2 4 △2

平
成
19
年
度 合 計 19 11 2 3 4 △1

身体障害 7 2 1 1 1 2

知的障害 13 9 1 3 2 △2

平
成
20
年
度 合 計 20 11 2 4 3 0

（注）平成20年度は見込み 

表４－３ 入所施設からの地域生活移行の状況 

区  分 自宅 アパート
グループ

ホーム 

ケアホー

ム 

福祉ホー

ム 
その他 合計 

身体障害 2 - - - - 1 3

知的障害 2 - 6 - - 1 9

平
成
18
年
度 合 計 4 - 6 - - 2 12

身体障害 1 - - - - - 1

知的障害 5 - 5 - - - 10

平
成
19
年
度 合 計 6 - 5 - - - 11

身体障害 2 - - - - - 2

知的障害 3 - 5 - - 1 9

平
成
20
年
度 合 計 5 - 5 - - 1 11

（注）平成20年度は見込み 
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３ 入院中の精神に障害のある人の地域生活への移行 

社会的入院に該当する精神に障害のある本市民は、134人と県が示しました。この134人に

ついては、平成24年度までに地域移行することとし、平成23年度末までには112人が地域移

行することを目標とします。精神に障害のある人が地域で生活できるよう、グループホーム、

ケアホームなどの整備と就労継続支援事業などの日中活動の場の確保に努めます。 

表４－４ 入院中の精神に障害のある人の地域生活への移行目標数値 

項   目 数 値 考 え 方 

退院可能な精神に障害の

ある人 
134人 平成17年度の退院可能な精神に障害のある人 

減少数 112人 上記のうち、平成23年度末までに減少を目指す人数 

 

 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設から一般就労へ移行する人については、表４－５のとおり28人を目標とします。就

労移行支援事業などの推進により、障害のある人の福祉施設から一般就労への移行に努めます。 

表４－５ 福祉施設から一般就労への移行目標数値 

項   目 数 値 考 え 方 

平成17年度の年間一般就

労移行者数 
 7人 平成17年度に福祉施設を退所して一般就労した人数 

目標年度の年間一般就労

移行者数 

28人 

（４倍） 
平成23年度に福祉施設を退所して一般就労する人数 
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○第１期計画の実績 

表４－６は、第１期計画期間中の福祉施設から一般就労への移行者の実績・見込みです。地

域活動支援センターⅢ型を含めると、各年20人前後が一般就労に移行しています。 

表４－６ 福祉施設から一般就労への移行者 単位：人 

区  分 身体障害 知的障害 精神障害 合  計 

入所施設 - 3 - 3 

通所施設 2 4 14（4） 20（4）  

平
成
18
年
度 

合 計 2 7 14（4） 23（4）  

入所施設 - 1 - 1 

通所施設 1 6 12（5） 19（5）  

平
成
19
年
度 合 計 1 7 12（5） 20（5）  

入所施設 - 2 - 2 

通所施設 2 5 13 20 

平
成
20
年
度 

合 計 2 7 13 22 

（注）１ （ ）内は、地域活動支援センターⅢ型からの移行者数 

   ２ 平成20年度は見込み 
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